
財 産 目 録
令和 7年 3月 31日現在

(単位 :円 )

科 日 場所 。物量等 使用目的 金額

I 資産の部
1 流動資産

現金

普通預金

前払金

福岡銀行 西新町支店
西日本シティ銀行 西新町支店
佐賀銀行 西新町支店
福岡中央銀行西新支店

手元保管
運転資金として

運転資金として

運転資金として

運転資金として

会場借り上げ等

15,837
6,462,343
2,726,867
269,667
909,350

161,478

流動資産合計 10,545,542

2 固定資産
(1)基本財産

(2)特定資産

(3)その他の
固定資産

基本財産引当資産 0

基本財産合計 0

減価償却引当資産

退職給付引当資産

周年行事引当資産

法人運営預金

福岡銀行 西新町支店
西日本シティ銀行西新町支店
佐賀銀行 西新町支店
福岡銀行 西新町支店
福岡銀行 西新町支店
福岡銀行 西新町支店

建物等の更新時の支払いに備えるもの

事務局役職員に対する退職金の支払いに備えるもの

周年行事事業費等の支払いに備えるもの

部会の周年行事事業費等の支払いに備えるもの

運用益を法人会計の財源として使用する

5,000,000
4,760,021

544,600
3,000,000
1,800,000

5,000,000

寺定資産合計 20,104,621

土地 福岡市早良区高取 1

丁日446番 1,448番
904.63馬の内
66,510/3,025,540

自己所有の土地、建物である。

共有財産であるため、全体従事

割合により、次のとおり按分して

いる。

13,845,000

建物 福岡市早良区高取 1

丁目446番 1の 904
61.62∬

71%(建物期末帳簿価額1,325,686円、上

地期末帳簿価額9,829,950円 )は、公益目

的保有財産とじく公益事業に使用じている。
290/。 (建物期末帳簿価額541,477円、土

地期末帳簿価額4,015,050円)は、公益目的

事業に必要な収益事業等、管理業務に使用
している。

1,867,163

構築物 糸島市前原中央2丁

日14-14(広告塔三

角オli型 )
ほか1棟

公益目的保有財産であり、公益

事業に使用している。

57,962

什器備品 福岡市早良区高取1

丁目446番 1の 904 網鴫営誇督更鶴難肇鐸壊務慢雙F坪移斎ぅぃ。けl末帳簿価純a22引りは、
公益目的保有財産であり、公益事業に使用している。

18,225

その他の同定資産合計 15,788,350

固定資産合計 35,892,971

資産合計 46,438,513

Ⅱ 負債の部
1 流動負債 預り金

前受金
事務局役職員等の涼泉税等
パソコン教室受講料

232,854
72,000

流動負債合計 304,854

2固定負債 退職給付引当金 544,600

固定負債合計 544,600
849,454
45,589,059



令和 7年 4月 9日

公益社団携人 福岡西部法人会

会 長  天 野 吉 介 殿

令和 6年度 監 査 報 告 書

公益社団法人 福岡西部法人会

監 事 曽根田 Ю

0

1

監 事 宗  隆

私たち監事は、当法人会の令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 までの令和 6年度

の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律第99条第 1項の規定に基づき本監査報告書を作成し、次のとおり報告
いたし

ます。

監査方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の

整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応して説明を求め、重要な決裁書類等

を開覧し、当法人会の主たる事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によつて、当該年度に係る事業報告について検討いたしました。

更に、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類 (貸

借対照表及び正味資産増減計算書)及びその附属明糸瞬書並びに財産目録等について、

検討をいたしました。

2 監査意見
lll 事業報告等の監査結果

イ 事業報告及びその附属明細書は、当法人会の状況を正しく示しているものと認

めます。

口 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。

121 計算書類及びその購属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当法人会の財産及び損益
の状

況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。


